
 

1 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文
（
抜
粋
） 

 
○ 
消
費
者
契
約
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
） 

改 

正 

案 

現 

行 

（
事
業
者
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
免
除
す
る
条
項
の
無
効
） 

第
八
条 

次
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

（
削
る
） 

     

２ 

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
条
項
の
う
ち
、
消
費
者
契
約
が
有

償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種
類
又
は
品

質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
と
き
（
当
該
消
費
者
契
約
が
請

負
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
請
負
人
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の

内
容
に
適
合
し
な
い
仕
事
の
目
的
物
を
注
文
者
に
引
き
渡
し
た
と
き
（
そ

の
引
渡
し
を
要
し
な
い
場
合
に
は
、
仕
事
が
終
了
し
た
時
に
仕
事
の
目
的

物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
と
き
。
）
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
こ
れ
に
よ
り
消
費
者
に
生
じ
た
損

害
を
賠
償
す
る
事
業
者
の
責
任
を
免
除
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
事
業
者
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
免
除
す
る
条
項
の
無
効
） 

第
八
条 

次
に
掲
げ
る
消
費
者
契
約
の
条
項
は
、
無
効
と
す
る
。 

一
～
四 

（
同
上
） 

五 

消
費
者
契
約
が
有
償
契
約
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契

約
の
目
的
物
に
隠
れ
た

瑕
疵

か

し

が
あ
る
と
き
（
当
該
消
費
者
契
約
が
請

負
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
消
費
者
契
約
の
仕
事
の
目
的
物
に
瑕

疵
が
あ
る
と
き
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
瑕
疵
に
よ
り
消

費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
事
業
者
の
責
任
の
全
部
を
免
除
す
る

条
項 

２ 

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
条
項
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 
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一 

当
該
消
費
者
契
約
に
お
い
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種
類
又
は

品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
と
き
に
、
当
該
事
業
者
が

履
行
の
追
完
を
す
る
責
任
又
は
不
適
合
の
程
度
に
応
じ
た
代
金
若
し
く

は
報
酬
の
減
額
を
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合 

二 

当
該
消
費
者
と
当
該
事
業
者
の
委
託
を
受
け
た
他
の
事
業
者
と
の
間

の
契
約
又
は
当
該
事
業
者
と
他
の
事
業
者
と
の
間
の
当
該
消
費
者
の
た

め
に
す
る
契
約
で
、
当
該
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
っ
て
又
は
こ
れ

と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
が
種

類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
と
き
に
、
当
該
他

の
事
業
者
が
、
そ
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容

に
適
合
し
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る

責
任
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
負
い
、
又
は
履
行
の
追
完
を
す
る
責
任

を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合 

 

一 

当
該
消
費
者
契
約
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
物
に
隠
れ

た
瑕
疵
が
あ
る
と
き
に
、
当
該
事
業
者
が
瑕
疵
の
な
い
物
を
も
っ
て
こ

れ
に
代
え
る
責
任
又
は
当
該
瑕
疵
を
修
補
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
場
合 

二 

当
該
消
費
者
と
当
該
事
業
者
の
委
託
を
受
け
た
他
の
事
業
者
と
の
間

の
契
約
又
は
当
該
事
業
者
と
他
の
事
業
者
と
の
間
の
当
該
消
費
者
の
た

め
に
す
る
契
約
で
、
当
該
消
費
者
契
約
の
締
結
に
先
立
っ
て
又
は
こ
れ

と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
、
当
該
消
費
者
契
約
の
目
的
物

に
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
る
と
き
に
、
当
該
他
の
事
業
者
が
、
当
該
瑕
疵
に

よ
り
当
該
消
費
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
の
全
部
若
し
く
は

一
部
を
負
い
、
瑕
疵
の
な
い
物
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
責
任
を
負
い

、
又
は
当
該
瑕
疵
を
修
補
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合 

  

 
 

   


	○　消費者契約法（平成十二年法律第六十一号）



